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ウ. 海岸利用への影響 

海岸漂着物の漂着や再漂流は、船舶の航行や沿岸域での漁業等に支障を及ぼす可能

性があり、港湾の立地や漁業活動が行われている区域では影響を考慮することとしま

す。 

 

エ. 清掃活動の困難性 

鳥羽市～熊野灘までのリアス式海岸は、狭い湾が複雑に入りくんだ地形であり、海

岸部へのアクセスが困難な場所が多いため、海岸漂着物の回収が困難な地域です。回

収・処理の重点区域の選定にあたっては、このような地形条件による清掃活動の困難

性について考慮することとします。 

 

オ. 有人離島地域 

有人離島地域では、回収した海岸漂着物の運搬に船舶が必要となるなど、内陸部と

比較して廃棄物の処理・処分の負担が大きく、また海岸漂着物を回収するための人員

の確保も難しいことから、より困難性が高いと考えられます。 
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3  重点区域における回収・処理対策 

（1）重点区域における回収・処理 

重点区域は、主に伊勢湾に面した区域であり、海岸は工業地域や港湾区域では直立

護岸となっていますが、そのほかは大部分が砂浜海岸となっています。 

これらの海岸では、伊勢湾流域から流出したごみが、閉鎖性海域である伊勢湾内で

滞留し、比較的多量の廃棄物が沿岸域に漂着する状況となっています。漂着物のうち

ペットボトルやプラスチック容器などは、風によって広い砂浜に散乱し、白砂青松の

美しい景観を損なっているほか、地域住民の散策等にも支障を及ぼしています。 

当該区域は、海岸の背後地に多くの居住人口があることから、自治会や民間団体等、

企業など、多くの方々により海岸清掃、河川等での清掃活動が行われているほか、干

潟の保全やウミガメ、海浜植物の保護等を目的とした民間団体による清掃も活発に行

われています。 

 
津市河芸地区海岸 2011.12 撮影 

 

この区域における海岸漂着物の回収・処理は、このような状況を踏まえ、海岸管理

者、県、市町が民間団体等との連携・協創により、その活動目的や自主性を尊重しな

がら、清掃活動を拡大・活性化していくことを主な対策として推進するものとします。 

重点区域での各主体の役割を表 4-3 に示します。 
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（2）最重点区域における回収・処理 

「最重点区域」は、重点区域のうち、海岸漂着物の量が特に多く、回収・処理等の

対策を優先的に実施する区域です。この区域は、伊勢湾口に位置し、伊勢湾内の漂流

ごみが大量に集積する場所であり、地理的にはリアス式海岸を中心とした海岸とその

間に点在する砂浜海岸及び有人離島からなる地域です。 

海岸漂着物の影響が特に大きい答志島（奈佐の浜）では、実態調査で明らかになっ

たように年間を通して非常に多くの廃棄物が漂着しており、漁港内に入ってくる漂流

ごみによる漁業活動への支障も生じています。 

このような海岸漂着物による被害を少しでも軽減するため、海岸管理者は海岸漂着

物の状況を考慮し、海岸漂着物処理推進法に基づく国の財政措置に応じて、重点区域

の中でも優先的にこの区域での回収・処理を行うこととします。 

また、海岸管理者、県及び市町は、この区域が伊勢湾の海岸漂着物の影響を象徴す

る場であることから、答志島が民間団体、企業、小中学校等の環境学習や清掃活動の

拠点として位置づけられ、ボランティアによる清掃活動が拡大・継続するよう取り組

むものとします。 

 

 

鳥羽市答志島（奈佐の浜） 2009.2 撮影 

伊勢湾内の漂流ごみが集まりやすい答志島は、伊勢湾全体のごみの現状を反映して

いることから、答志島に漂着するごみの量や質をモニタリングすることにより、内陸

部での発生抑制や発生源での対策の効果をある程度確認することができます。また、

当該区域での海岸漂着物の回収は、伊勢湾や外海への再漂流を効果的に防止すること

にもつながることから、当区域における優先的な回収・処理は重要です。 

そのため、当区域の現状が広く認識され、多くの方々の発生抑制の行動につながる

よう、県ホームページで海岸の現状をライブカメラ等により提供することとします。 

また、当区域での回収・処理の活動に伊勢湾流域圏から広く参加いただけるよう、
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イ. 処理困難物の対応 

海岸漂着物には、人力では回収できない重量物や、廃液等有害性のおそれがあるも

の、消火器等の処理が困難なものがあることから、このような処理困難物については、

県の協力のもと海岸管理者が回収・処理することを基本とし、安全な清掃活動と適切

な処理を確保することとします。 

 

ウ. 生物への配慮 

海岸には、貴重な動植物を含めて多くの生物が生育していることから、機械を使用

して砂浜の清掃等を実施する場合は、これらの生息環境に影響を及ぼさないよう、既

存文献を参照するほか、地域の環境に詳しい人の意見を聞くなど、十分配慮すること

とします。 

 

4  重点区域における発生抑制対策 

 

（1）発生抑制対策の考え方 

ア. ごみの投棄防止 

海岸漂着物には、ペットボトル等の人の生活に起因する身近なごみが多く含まれて

おり、これらは山から川、海へとつながる水の流れを通じて海岸に漂着します。この

ため、海岸漂着物の発生抑制対策は、沿岸地域だけではなく、河川の上流から下流に

至るすべての地域の住民が、一人ひとりが当事者意識をもってごみの投棄を行わない

ことが重要です。 

県及び市町は、廃棄物処理法や三重県生活環境の保全に関する条例による廃棄物の

不法投棄、ごみの散乱防止対策を行うとともに、環境教育の推進を通じてモラルの向

上を図ることとします。また、パトロール等により不法投棄の抑制や早期発見に努め、

ごみの散乱がない地域環境の創出をめざします。 

 

イ. ごみの適正処理の推進 

県民は、生活系ごみの排出量の減量化やリユース等の取組によって、日常生活に伴

うごみ等の発生抑制に努めるとともに、生じたごみの分別を徹底し、再資源化を進め

るなど、海岸漂着物等の発生抑制対策を実施します。 

また、事業者は、事業活動に伴って生じる廃棄物を適正に処理又はリサイクルする

こと等により、海岸漂着物等の発生抑制に努めるとともに、事業活動に伴って海岸漂

着物の要因となるごみの散乱等が生じないよう十分配慮するものとします。 

 

ウ. 発生抑制に係る周知・啓発 

海岸漂着物の発生抑制を進めるには、海岸漂着物による被害の状況について広く流

域圏の皆さんに知っていただき、その主な原因が、私たちの日常生活に伴って排出さ

れる生活系ごみや、事業活動に伴うごみによるものであるということを認識してもら












